
令和７年第４回神栖市議会定例会議案一覧表 

 
議案番号 件　　名

 
議案第１号 神栖市職員の旅費に関する条例

 
議案第２号 神栖市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

 
議案第３号 神栖市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例

 
議案第４号 令和７年度神栖市一般会計補正予算（第４号）

 
議案第５号 令和７年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）

 
議案第６号 令和７年度神栖市水道事業会計補正予算（第１号）

 

議案第７号
財産の取得について（追認） 

・ＬＥＤ防犯灯及び道路灯一式

 

議案第８号
財産の取得について（追認） 

・神栖市立小中学校幼稚園空調設備一式

 

議案第９号
財産の取得について（追認） 

・調光操作用装置一式

 

議案第 10 号
財産の取得について 

・神栖市立中学校体育館ＬＥＤ照明器具一式
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プレス 用 

 令和７年第４回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．１ 
 

議案番号 件　　　名 概　　　要 備考

 議案第１号 神栖市職員の旅費に関する条例 国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正等の施行を踏まえ、

市の旅費制度について、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支

給対象の見直しを行うほか、公費の適正な支出を図るため、条例

の全部を改正するものであります。なお、本改正に伴い改正する

必要が生じた条例について、本条例の付則においてその一部を改

正するものであります。 

【主な改正内容】 
・日当2,400 円の廃止と宿泊手当上限2,400円の新設 
・宿泊料の定額廃止（県内外問わず1泊につき12,000 円を上限として実費

を支給）

 議案第２号 神栖市特定乳児等通園支援事業の運営に関する

基準を定める条例

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、特定乳児等通園支援事

業の運営に関する基準を定める必要があるため、条例を制定する

ものであります。 

【制定内容】 
・基本的事項（趣旨、条例中の用語の定義、一般原則） 
・特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（利用定員に関する基

準、運営に関する基準について規定）

 議案第３号 神栖市中小企業事業資金融資あっせん条例の一

部を改正する条例

茨城県信用保証協会において、自治金融及び振興金融の保証期間

の最長限度を延長することに伴い、融資期限を延長し、中小企業

者の資金繰りの安定に資するため、また、文言の整理をするた

め、所要の改正を行うものであります。 

【主な改正内容】 
・第７条の表中の融資期限を、現行の７年から１０年に改正 
・その他、軽微な文言の整理を行うもの



プレス 用 

 令和７年第４回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．２

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第４号 令和７年度神栖市一般会計補正予算（第４号） 補正は歳入歳出それぞれ１０億６,１８２万９千円を追加し、補正

後の予算規模を４６１億５,０８８万４千円とするものであります。 

 

補正前の額　　４５,０８９,０５５千円 

補　正　額　　　１,０６１,８２９千円 

計　　　　４６,１５０,８８４千円 

補正の主な内容につきましては、ふるさと納税推進事業におい

て、寄附の増加に伴い必要となる返礼品等に要する経費を措置

し、寄附金を基金に積み立てるため、また、水道管整備に出資す

るため補正予算を計上するものであります。財源としましては、

繰越金等を充てるものであります。

 議案第５号 令和７年度神栖市介護保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第２号）

補正は歳入歳出それぞれ１０９万５千円を追加し、補正後の予算

規模を６０億９,３３４万９千円とするものであります。 

　　補正前の額　　６,０９２,２５４千円 

　　補　正　額　　　　　 １,０９５千円 

　　　　計　　　　６,０９３,３４９千円 

補正の内容につきましては、介護給付費準備基金預入利率の変動に伴

い、基金積立金を増額するため、補正予算を計上するものでありま

す。財源としましては、利子及び配当金を充てるものであります。

補正内容の詳細は財政課作成資料を参照



プレス 用 

 令和７年第４回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．３

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第６号 令和７年度神栖市水道事業会計補正予算（第１

号）

補正は、資本的収入の予定額を７億５,７１６万６千円追加し、　

１４億７,７５９万３千円に、資本的支出の予定額を８億１,３６７

万円追加し、２６億７,１４５万７千円とするものであります。 

（資本的収入） 

補正前の額　　　 ７２０,４２７千円 

　　補　正　額　　　 ７５７,１６６千円 

　　　　計　　　　１,４７７,５９３千円 

（資本的支出） 

補正前の額　　１,８５７,７８７千円 

　　補　正　額　　　 ８１３,６７０千円 

　　　　計　　　　２,６７１,４５７千円 

補正の内容につきましては、水道管整備に伴う国庫補助金が前倒

しで交付されるため、令和８年度施工予定の工事費について補正

するものであります。

 議案第７号 財産の取得について（追認） 

・ＬＥＤ防犯灯及び道路灯一式 

 

 

 

更新及び新設により、ＬＥＤに対応した防犯灯及び道路灯を取得

することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求める

ものであります。 

【取得価格】　　319,934,880 円（税込み）※変更契約 2回 
【調達内容】　　LED 防犯灯 8,724 灯、LED 道路灯 292 灯 
　　　　　　　　※令和 7年 3月 31 日現在 
【取得予定日】　令和 10 年 4 月 1 日

【議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例】(抄) 
 第３条　地方自治法第 96 条第 1項第 8号の規定により、議会の議決に

付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格 20,000,000 円
以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、
1件 5,000 平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の
信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。



プレス 用 

 令和７年第４回神栖市議会定例会提出議案の概要  

ＮＯ．４

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第８号 財産の取得について（追認） 

・神栖市立小中学校幼稚園空調設備一式

各小中学校幼稚園に設置する空調設備を取得することについて、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

【取得価格】　　1,913,722,200 円（税込み） 
【調達内容】　　空調設備（小学校 14 校 331 室、中学校 8校 174 室、 

幼稚園 4園 22 室） 
【取得予定日】　令和 11 年 4 月 1 日

 議案第９号 財産の取得について（追認） 

・調光操作用装置一式

文化センター大ホール照明の調光操作用装置を取得することについ

て、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

【取得価格】　　42,586,560 円（税込み） 
【調達内容】　　文化センター大ホール照明の調光操作用装置 
【取得予定日】　令和 8年 9月 1日

 議案第 10 号 財産の取得について 

・神栖市立中学校体育館ＬＥＤ照明器具一式

各中学校体育館に設置するＬＥＤ照明器具を取得することについて、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第　

３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

【取得価格】　　24,255,770 円（税込み） 
【調達内容】　　体育館 LED ランプ（中学校 3校 504 本） 
【取得予定日】　令和 18 年 4 月 1 日



提　案　理　由 

 

令和７年第４回神栖市議会定例会に提出いたしました議案につきまして、説明いた

します。 

今回の提出案件は、 

　条例に関するもの　　　　　　　　　　　　　　３件 

　　予算に関するもの　　　　　　　　　　　　　　３件 

財産の取得に関するもの　　　　　　　　　　　４件 

でございます。 

 

議案第１号につきましては、神栖市職員の旅費に関する条例についてであり、国家

公務員等の旅費に関する法律の一部改正等の施行を踏まえ、市の旅費制度について、旅

費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しを行うほか、公費の適正な支出を

図るため、条例の全部を改正するものであります。なお、本改正に伴い改正する必要が

生じた条例について、本条例の付則においてその一部を改正するものであります。 

 

議案第２号につきましては、神栖市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を

定める条例についてであり、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、特定乳児等通

園支援事業の運営に関する基準を定める必要があるため、条例を制定するものでありま

す。 

 

議案第３号につきましては、神栖市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改

正する条例についてであり、茨城県信用保証協会において、自治金融及び振興金融の

保証期間の最長限度を延長することに伴い、融資期限を延長し、中小企業者の資金繰り

の安定に資するため、また、文言の整理をするため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第４号につきましては、令和７年度神栖市一般会計補正予算（第４号）につい

てであり、補正は歳入歳出それぞれ１０億６,１８２万９千円を追加し、補正後の予算

規模を４６１億５,０８８万４千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては、ふるさと納税推進事業において、寄附の増加に伴

い必要となる返礼品等に要する経費を措置し、寄附金を基金に積み立てるため、また、

水道管整備に出資するため補正予算を計上するものであります。財源としましては、繰

越金等を充てるものであります。 

 



議案第５号につきましては、令和７年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予

算（第２号）についてであり、補正は歳入歳出それぞれ１０９万５千円を追加し、補正

後の予算規模を６０億９,３３４万９千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、介護給付費準備基金預入利率の変動に伴い、基金積立金

を増額するため、補正予算を計上するものであります。財源としましては、利子及び配

当金を充てるものであります。 

 

議案第６号につきましては、令和７年度神栖市水道事業会計補正予算（第１号）に

ついてであり、補正は、資本的収入の予定額を７億５,７１６万６千円追加し、１４億

７,７５９万３千円に、資本的支出の予定額を８億１,３６７万円追加し、２６億　　　

７,１４５万７千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、水道管整備に伴う国庫補助金が前倒しで交付されるた

め、令和８年度施工予定の工事費について補正するものであります。 

 

議案第７号から議案第９号につきましては、財産の取得について（追認）であり、

ＬＥＤに対応した防犯灯及び道路灯、各小中学校幼稚園に設置する空調設備、文化セ

ンター大ホール照明の調光操作用装置の取得について、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるもので

あります。 

 

議案第１０号につきましては、財産の取得についてであり、各中学校体育館に設置

するＬＥＤ照明器具を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでありま

す。




